
　平成29年に市内で発生した火災の出火原因でコンロ、たばこはそ
れぞれ全体の2位（19％）、３位（8％）となっています。※1位は放火

　・てんぷら油を熱したＩＨコンロからちょっと目を離した
　・コンロの周りにふきんを置いていた
　・たばこの吸い殻を不用意にごみ箱に捨てた

　ＩＨコンロは加熱の力が強いため、てんぷら油が少量であれ
ば、油の温度が急速に上昇します。その際、安全装置の作動が
間に合わず火災となってしまうことがあります。調理中は、キッ
チンから離れず、コンロから目を離さないでください。

　コンロ周辺では、コンロの火が直接燃えやすいものに触れた
り、目に見えない輻（ふく）射熱によって火災が発生すること
があります。火を使う際は周辺を整理してください。

　たばこの火種が完全に消えていない状態で紙類などに触れる
と、燃焼が継続され、時間の経過とともに発火温度に達し火災
を引き起こすことがあります。たばこの吸い殻は確実に消火し
てからごみに出してください。

問 消防局（0798・26・0119）

　5月16日（水）午前11時頃に、地震や津波、武力攻撃などの発生に備えて、
Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を用いた情報伝達訓練を行います。
　当日は市内146カ所に設置している防災スピーカーが鳴るとともに、さ
くらＦＭからの訓練放送（緊急告知ラジオも起動）が流れます。
　また、にしのみや防災ネットからのメール配信も行われます。
※配信された内容は、電話（050・5578・2628）で確認することがで
きます（通話料有料）

問 災害対策課（0798・35・3626）

　市は、アスベストの飛散による市民の皆さんの健康被害を予防するため、
吹き付けアスベストに関する調査費用、除去工事費用に対し補助を行って
います＝下表参照。申込方法など問合せは建築指導課（市役所南館2階）へ。

対象 補助金額

調査費補助 アスベストを含有している恐れのある吹き付け
建材が露出して施工されている建築物

全額
（上限25万円）

除去工事費補助 アスベストを含有している吹き付け建材が露出
して施工されている建築物

工事費の３分の1
（上限100万円）

※解体予定の建築物は補助対象外です

問 建築指導課（0798・35・3918）

　赤水が出たり水の出が悪い古い鋼管や鉛管の取り替え工事には、貸付制
度があります。対象は給水装置の改造工事です。
【貸付制度】配水管分岐部から蛇口までの標準工事費を貸付。
　　　　　　上限３0万円で無利子。20カ月以内の元金均等月賦償還

問 給水装置課（0798・32・2230）

　水道料金・下水道使用料の一部を減免する制度があります。
　対象・申請窓口等は下表のとおり。

対象 持ち物 申請窓口
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ａ
または精神障害者保健福祉手帳1級
を持つ人が在宅している世帯

・「水道ご使用量等の
　お知らせ」
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉
　手帳
・印鑑

障害福祉課
（市役所本庁舎1階）

身体障害者手帳３級と療育手帳Ｂ1の
両方を持つ人が在宅している世帯

家族介護慰労金を受給している世帯
・「水道ご使用量等の
　お知らせ」
・印鑑

高齢福祉課
（市役所本庁舎1階）

問
上下水道局電話受付センター
（0798・32・2201、0797・61・1703、

　　　078・904・2481）
※受付時間は午前8時45分～午後8時（土・日曜、祝日は5時半まで）
※上下水道の使用開始・中止の申込、漏水修繕などについても受付して
　います

　火事や救急で119番通報するときは、落ち着いて用件をしっかり伝
えましょう＝下表参照。
　119番は、緊急時に人の命と財産を守る大切な電話です。
　いたずら電話などはやめましょう。

火災 救急
①第一声 「火事です」 「救急です」
②場所等 町名・番地・マンション名など（※）

③内容 どこで何が燃えていて、逃げ
遅れた人がいるかどうか

負傷部位・意識があるかないかな
どけがや病気の内容、傷病者の人
数・性別・年齢

④通報後 安全な場所に避難 応急手当をお願いする場合あり
（※）携帯電話からの119番は、電波の状況によって他市の消防につながる
　　　場合があるので、最初に発生場所の市を伝えてください

　●救急当番医…消防テレホンサービス・ツーツーシキュー
　　　　　　　　（0798・22・9999）
　●医療相談…健康医療相談ハローにしのみや（0120・86・2438）

《その他、こちらもご利用を》

全国一斉情報伝達訓練
（いずれも午前11時頃に開始予定）

緊急地震速報訓練
（いずれも午前10時頃に開始予定）

日程

5月16日（水） 7月5日（木）8月29日（水）
11月21日（水） 11月1日（木）来年2月20日（水）

★今後は普段の何気ない行動にも気を付け、今一度、身の周りに
　火災危険がないか確認してください

◆火災を防ぐために◆
コンロ、たばこの取扱いに注意

◎日常のささいな行動が火災の原因に
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コンロからは目を離さない

コンロ周辺を整理する

たばこの吸い殻は完全に消火する

緊急ダイヤル119番
を正しく使おう

地震や津波に備えて
情報伝達訓練を行います

吹き付けアスベスト
調査費・除去工事費を補助

その他の訓練日程

水道工事費の貸付

防災スピーカー・緊急告知ラジオが鳴ります

水道料金・下水道使用料の減免制度
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